
 

 

兵
庫
の
開
港 

 

〈
解
読
文
〉 

来
ル

十
二
月
七
日
ゟ
兵
庫 

開
港
、
江
戸
幷
大
坂
市
中
江
も 

貿
易
之
た
め
外
国
人 

致
居
留
候
筈
ニ

付
、
諸
国
之 

産
物
手
広
ニ

搬
運
、 

勝
手
ニ

可
遂
商
売
者
也
、 

右
之
趣
、
御
料
・
私
領
・
寺
社 

領
共
、
不
洩
様
可
被
触
知
候 

右
之
趣
、
可
被
相
触
候 

 

六
月 

右
之
通
従 

公
儀
御
書
付
出
候
間
、
在
中 

寺
社
共
可
被
相
触
候
、
以
上 

 

七
月 

 

〈
読
み
下
し
文
〉 

来
る
十
二
月
七
日
よ
り
兵
庫
開
港
、
江
戸
並
び
に
大
坂
市
中
え
も
貿
易
の
た

め
外
国
人
居

留

き
ょ
り
ゅ
う

い
た
し
候
は
ず
に
つ
き
、
諸
国
の
産
物
手 て

広 び
ろ

に
搬 は

ん

運 う
ん

、
勝
手

に
商
売
遂 と

ぐ
べ
き
も
の
也
、 

右
の

趣
お
も
む
き

、
御
料
・
私
領
・
寺
社
領
と
も
、
洩 も

れ
ざ
る
よ
う
触
れ
知
ら
さ
る

べ
く
候 

右
の
趣
、
相
触
れ
ら
る
べ
く
候 

 

六
月 

右
の
通
り
公
儀

こ

う

ぎ

よ
り
御
書
き
つ
け
出 い

で
候
あ
い
だ
、
在
中
寺
社
と
も
相
触
れ

ら
る
べ
く
候
、
以
上 

 

七
月 

 

〈
用
語
の
解
説
〉 

・
御
料
…
幕
府
領
。 

・
私
領
…
大
小
名
領
。 

・
公
儀
…
幕
府
。 

 

〈
解
説
〉 

 

ペ
リ
ー
が
黒
船
を
率
い
て
浦
賀
沖
に
来
航
し
、
安
政
元
（
１
８
５
４
）
年

に
は
日
米
和
親
条
約
を
締
結

て
い
け
つ

し
た
。
初
代
駐
日
総
領
事
と
し
て
下
田
に
駐
在

し
た
ハ
リ
ス
は
、
強
い
姿
勢
で
通
商
条
約
の
締
結
を
求
め
た
。
そ
の
対
応
を

め
ぐ
り
幕
府
内
の
意
見
は
割
れ
た
。
老
中
首
座
の
堀
田
正
睦

ま
さ
よ
し

は
通
商
条
約
調

印
を
決
意
し
勅

許

ち
ょ
っ
き
ょ

を
求
め
た
が
、
朝
廷
で
は
攘
夷

じ
ょ
う
い

の
考
え
が
強
く
、
孝 こ

う

明 め
い

天



 

 

皇
の
勅
許
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。 

 
と
こ
ろ
が
安
政
５
（
１
８
５
８
）
年
、
清 し

ん

が
第
２
次
ア
ヘ
ン
戦
争
（
ア
ロ

ー
戦
争
）
の
結
果
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
と
天
津

て
ん
し
ん

条
約
を
結
ぶ
と
、

ハ
リ
ス
は
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
の
脅
威
を
説
い
て
通
商
条
約
の
調
印
を
強

く
せ
ま
っ
た
。
大
老
井
伊
直 な

お

弼 す
け

は
勅
許
を
得
ら
れ
な
い
ま
ま
、
同
年
６
月
に

日
米
修

好

し
ゅ
う
こ
う

通
商
条
約
の
調
印
を
断
行
し
た
。 

 

第
３
条
は
神
奈
川
・
長
崎
・
新
潟
・
兵
庫
の
開
港
、
江
戸
・
大
坂
の
開
市
、

通
商
は
自
由
貿
易
と
す
る
こ
と
、
開
港
場
に
外
国
人
の
居
留
地

き
ょ
り
ゅ
う
ち

を
設
け
る
こ 

と
を
定
め
て
い
る
。 

 

史
料
は
兵
庫
の
開
港
と
江
戸
・
大
坂
の
開
市
に
つ
い
て
触
れ
た
も
の
で
あ

る
。
兵
庫
の
開
港
に
つ
い
て
は
「
千
八
百
六
十
三
年
一
月
一
日
」
と
定
め
ら

れ
て
い
た
が
、
開
港
の
勅
許
を
得
た
の
は
慶
応
３
（
１
８
６
７
）
年
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
同
年
12
月
７
日
、
兵
庫
よ
り
も
水
深
の
深
い
隣
接
の
神
戸
村
に

か
え
ら
れ
て
開
港
し
た
（
１
８
６
８
年
１
月
１
日
）。 

 

同
条
約
は
、
ア
メ
リ
カ
に
領
事
裁
判
権
（
治
外
法
権
）
を
認
め
、
関
税
率

は
日
米
の
協
議
に
よ
り
定
め
る
協
定
関
税
と
す
る
（
関
税
自
主
権
の
欠
如

け
つ
じ
ょ

）

な
ど
、
日
本
に
と
っ
て
不
平
等
な
条
約
で
あ
っ
た
。 

 

明
治
以
降
、
日
本
政
府
は
こ
の
不
平
等
条
約
の
改
正
の
交
渉
を
続
け
、
領

事
裁
判
権
は
明
治
32
（
１
８
９
９
）
年
に
撤
廃
さ
れ
た
が
、
関
税
自
主
権
の

回
復
は
明
治
44
（
１
９
１
１
）
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

【
参
考
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献
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